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 スクールバス利用生徒の保護者の皆様

安芸太田町立安芸太田中学校

校 長  林  健 太 郎

スクールバス通学生徒の一部区間自転車使用について

（ お 願 い ）

盛暑の候，保護者の皆様におかれましては，ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

また日頃より，本校の教育活動に対し，ご理解とご協力を賜り感謝いたしております。

さてこの度，スクールバスで登校をしている生徒の中で，通学路の一部区間を自転車で登校して

いる状況があることが把握できました。これまで中学校では，自宅からスクールバスの各停車場所

までは徒歩での移動を想定していましたが，様々な事情の中でやむを得ず自転車を利用される場合

があると整理をさせていただきました。つきましては，通学路の一部区間を自転車で登校する場合，

「通学方法届」（今回の件を受けて一部改訂）と「自転車通学届」の提出をお願いします。２つの届

は，教頭へご連絡いただければ生徒を通してお渡しいたします。なお，徒歩とスクールバスで登校す

る場合は今回提出していただく必要はありません。

引き続き，生徒の安全な登下校についてご協力の程，よろしくお願いいたします。


